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新型コロナウイルスワクチン接種について 

 

 

 令和４年９月２１日 草津市・栗東市 

１．接種実績  

①草津市                        （９月２１日現在ＶＲＳより） 

1回目 2回目 3回目 4回目

接種回数 109,622回 108,987回 85,225回 32,477回

接種率(対象者) 83.4% 82.9% 70.2% 68.9%

接種率(全人口) 79.9% 79.4% 62.1% 23.7%

(参考)令和4年1月4日時点
137,229人
131,394人
121,373人

４回目接種対象者(60歳以上、基礎疾患・医療従事者・高齢者施設従事者等) 47,140人

草津市人口
初回接種対象者(5歳以上)
追加接種対象者(12歳以上)

 

②栗東市                        （９月２１日現在ＶＲＳより） 

1回目 2回目 3回目 4回目

接種回数 55,188回 54,854回 42,053回 14,607回

接種率(対象者) 82.8% 82.3% 68.3% 67.1%

接種率(全人口) 78.5% 78.0% 59.8% 20.8%

(参考)令和4年1月１日時点
70,345人
66,660人
61,549人

４回目接種対象者（60歳以上、基礎疾患、医療従事者・高齢者施設従事者等） 21,785人
追加接種対象者(12歳以上)

栗東市人口
初回接種対象者(5歳以上)

 

≪参考≫国・県の接種率 

（ワクチン接種ダッシュボード：国９月２０日現在、県９月２０日現在、全人口比） 

 

 

 

 

 

 

 

 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 

国 81.5％ 80.4％ 65.2％ 26.2％ 

県 81.２％ 80.４％ 63.8％ 24.7％ 

情報提供 



2 
 

２．今後の接種体制（オミクロン株対応ワクチン接種） 

【基本的な考え方】 

※過去２年間、年末年始に感染の波が到来したことを踏まえ、重症化リスクの高い高齢者等はもとより、

若い方にも 2 価のオミクロン株対応ワクチンによる接種（9/12 薬事承認、9/16 特例臨時接種に位

置付け）を、2022 年の年末までに完了するよう、接種体制を整備する必要がある（海外の動向、有効

性、安全性等の情報を踏まえ、10 月末までには、接種間隔を短縮する方向で検討されることから、11

月から高齢者・基礎疾患の接種者が大幅に増える前提で接種体制の準備を進める必要がある）。 

【接種の目的】 

重症化予防はもとより、感染予防、発症予防を目的に接種 

・2 価のオミクロン株対応ワクチンによる追加接種の有効性について、現在流行しているオミクロ

ン株に対応した成分が含まれているため、従来のワクチンを上回る重症化予防効果や、短い期間

である可能性はあるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待される。 

・オミクロン株と従来株の両方の成分を含み、2 種類の異なる抗原が提示されることから、これら

により得られる多様な免疫反応は、今後の変異株に対しても有効である可能性がより高いことが

期待される。 

【対象者】 

初回接種を完了した 12 歳以上の人 

【接種間隔および接種期間等】 

・前回の接種から少なくとも 5 か月以上の間隔を空けて、1 回の接種を行う。（今後短縮する方向で

検討予定） 

・接種期間は令和 5 年 3 月 31 日までとする。 

・これまでの追加接種と同様、前回の接種までに用いたワクチンの種類に関わらず、ファイザー社

又はモデルナ社の 2 価のオミクロン株対応ワクチンによる追加接種が可能。 

 

①12 歳以上のオミクロン株対応ワクチン接種にかかる両市の接種体制について 

●集団接種 

 接種会場 期間 使用ワクチン 運営形態 

草
津
市 

エイスク

エア 

●9/30 から、月～土に実施 ファイザー社（オミク

ロン株） 

一般財団

法人京都

工場保健

会委託 

●10/2（日）、10/9（日）に実施 
小児用ファイザー社 

従来株ワクチンで何回目まで接種が完了

しているか 

今後接種するワクチンの種類 

初回接種（1・2 回目接種）がまだ 2 回目までは従来株ワクチンを接種 

従来株ワクチンで初回接種（1・2 回目接

種）が完了 

3 回目としてオミクロン株対応ワクチンを接種 

従来株ワクチンで 3 回目接種が完了 4 回目としてオミクロン株対応ワクチンを接種 

従来株ワクチンで 4 回目接種が完了 5 回目としてオミクロン株対応ワクチンを接種 
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栗
東
市 

アル・プ

ラザ栗東 

●10/8（土）から、金、土、日に実施 

以降、次月も実施予定 

ファイザー社（オミク

ロン株） 
近江トラ

ベル（株）

委託 
●10/21（金）に実施 

モデルナ社 

（オミクロン株） 

●10/16、10/23（日）に実施 小児ファイザー社 

設備の整った病院での接種：淡海医療センター、済生会滋賀県病院 

●個別接種                       （令和４年９月 21 日現在） 

 ３～５回目接種 初回接種 

(従来株) 

小児接種 

（初回・3 回目） 

医療機関数 

(オミクロン株) うち条件なし 

草津市 ４４ ２５ １３ ５ 10３ 

栗東市 １７ ４ ７ ２ ４２ 

計 ６１ ２９ ２０ ７ １４５ 

＜開始時期＞ 

草津市：９月２６日（月）接種開始（接種開始は医療機関により異なる） 

栗東市：10 月 1 日（土）接種開始（接種開始は医療機関により異なる） 

＜使用ワクチン＞ 当面の間、両市ともにオミクロン株対応ファイザー社ワクチン 

②接種券について 

接種対象者 
両市の対応 （接種券または案内文の通知） 

草津市 栗東市 

現在 4 回目接種の対象者で

あるが 4 回目を未接種の人 

9 月２０日 案内文を送付。 

（現在お持ちの接種券で接種が

可能） 

9 月２６日 案内文を送付。 

（現在お持ちの接種券で接種が可

能） 

3 回目接種を完了している

が現在 4 回目接種の対象外

の人 

10 月 3 日、６日（以降順次） 

オミクロン株対応ワクチンで接

種券を送付 

10 月 3 日以降順次*4 回目の接

種券を送付。 

 

2 回目接種を完了している

が、3 回目接種がまだの人 

ワクチン供給量に応じて送付時

期決定。（現在お持ちの接種券は

原則、使用不可） 

10 月 3 日以降順次*案内文を送

付。（現在お持ちの接種券で接種が

可能） 

社会機能を維持するために

必要な事業の従事者 

２回目接種完了の人に対して、

10 月 3 日以降、申請者に先行発

行 

３回目接種完了の人に対して、申

請いただいた段階で接種券を送

付。 

既に 4 回目まで接種済の人 接種間隔に応じて発送予定 10 月下旬以降、5 回目の接種券

を順次送付予定 

*年代別①10/3（月）50 歳以上②10/11(火)40 歳～49 歳③10/17(月)30 歳～39 歳④10/24（月）12

歳～29 歳 
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【注意事項】 

  ・初回接種（１回目・２回目）にオミクロン株対応ワクチンは使用できません。必ず従来株ワ

クチンを使用してください。 

  ・ワクチンについては、接種開始時より供給量に余裕があることから、希望する方への速やか

な接種を優先してください。 

  ・対象により今までの接種回数や接種が可能なワクチンも異なってくるため、間違い接種防止

の観点より、接種の際には、必ず接種券のご確認をお願いいたします。（原則、接種券なし

の接種は不可） 

    

●草津市より 

   原則、10 月 1 日（土）以降は、オミクロン株対応ワクチンでの接種となります（初回

（1、２回目）接種を除く）。 

   ３回目未接種者の取扱いについては、原則、従来の３回目接種券は１０月１日以降使用不可

となりますが、「オミクロン株対応ワクチン専用接種券」が新しく届いてから、接種いただ

くようお伝えください。従来株ワクチンの接種を強く希望される場合については、医療機関

の判断により、接種をしていただくことは差し支えありませんが、VRS 登録の際、使用ワ

クチンの選択をお間違いのないようお願いいたします。 

 

３．小児（５～１１歳）への３回目接種について 

 （１）使用するワクチン：小児用ファイザー社ワクチン 

（初回（１、２回目）接種と同様に 0.2ml を 1 回接種） 

（２）対象者：初回（１、２回目）接種から 5 か月が経過した者 

（３）接種開始について：両市ともに令和 4 年 10 月 1 日（土）以降接種可能 

※集団接種実施日 草津市：10/2、10/9（日） 栗東市：10/16、10/23（日） 

草津栗東医師会小児科の先生方にご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

 （４）接種券発送日 

    草津市：9 月 15 日～順次送付  栗東市：9 月 20 日～順次送付 

（５）その他 

    個別接種が先行開始となりますが、新たに対象となる方も含め、希望される方への接種に

ついてご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

４．乳幼児（生後 6 か月～4 歳）の新型コロナワクチンの接種について 

  ファイザー社が乳幼児用ワクチンを薬事申請（7 月 14 日）より、自治体にて実施体制及び接

種実施医療機関等を確保するよう国より周知される。 

（１） 対象者：乳幼児（生後 6 か月～4 歳） 

（２） 接種回数：複数回接種することが前提 

（３） その他：現時点では薬事承認されていないため、引き続き国からの情報収集を予定。                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜参考資料＞ 厚生労働省 第 17回自治体説明会資料より抜粋 



 

２価オミクロン株対応ワクチンの特性 

厚生労働省 第 17回自治体説明会資料より抜粋 

注：冷蔵庫から室温に取り出してから 24時間

以内に使用するという意味です。 

バイアルに一度針を刺した後は、12 時間以内

にそのバイアルを使用してください。（例：午

前中に 3本分を充填して使用、午後から残り 3

本分を充填して使用等） 



新型コロナウイルスワクチン接種について

栗東市ワクチン接種推進室
〒520-3015

栗東市安養寺190番地　総合福祉保健センター

☎554-6155　FAX 554-6156

 wakuchin@city.ritto.lg.jp

オミクロン株対応ワクチンとは

対象者・接種回数・接種時期

1

２

10月よりオミクロン株対応ワクチン接種が始まります!

●オミクロン株対応ワクチン

　新型コロナウイルスのオリジナル株（従来株）とオミクロン株に対応した2価ワクチンのことを言います。

●オミクロン株対応ワクチンによる追加接種の有効性について

　①現在、流行しているオミクロン株に対応した成分が含まれるため、従来株ワクチンを上回る重症化予防効果

や、短い期間である可能性はあるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されること

　②オミクロン株とオリジナル株の両方の成分を含み、2種類の異なる抗原が提示されることから、これらにより

得られる多様な免疫反応は、今後の変異株に対しても有効である可能性がより高いと期待されること

　これら①②のことが、令和4年9月2日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で確認されています。

●対象者

　初回接種（1,2回目接種）を完了した12歳以上の人

●接種回数

　現時点では1回接種することとされています。

●接種時期

　現時点では、前回の接種から少なくとも５か月経過後に接種することができます。

従来株ワクチンで何回目まで接種が完了しているか 今後接種するワクチンの種類

初回接種（1,2回目接種）がまだ １，２回目は従来株ワクチンを接種します

（４ページをご確認ください）

従来株ワクチンで初回接種（1,2回目接種）が完了 3回目としてオミクロン株対応ワクチンを接種

従来株ワクチンで3回目接種が完了 4回目としてオミクロン株対応ワクチンを接種

従来株ワクチンで4回目接種が完了 5回目としてオミクロン株対応ワクチンを接種

9月13日現在の内容です。

国の方針等により変更になる

場合があります。

最新の情報は市ホームページ

でご確認、またはお問い合わ

せください。
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これまでの4回目接種の対象者・・・       （②の人は申請が必要です）

①60歳以上の人、または②18歳以上60歳未満の基礎疾患等を有する人や医療従事者、高齢者施設等の従事者

使用するワクチン

接種スケジュール・接種券等の発送

現在お持ちの4回目の接種券で接種が可能です。4-1

現在お持ちの3回目の接種券で接種が可能です。

4回目の接種券を発送します。

３

４

●従来株とオミクロン株（BA.1）に対応した2価ワクチンを使用します。

ワクチンの種類 対象年齢 接種量

ファイザー社 12歳以上 0.3ml

モデルナ社 18歳以上 0.5ml

●栗東市で実施する追加接種に使用するワクチンは、10月1日よりオミクロン株対応ワクチン（BA.1）

に切り替えます。オミクロン株対応ワクチン（BA.4/5）については、現在国において検討中であり、

開始時期は未定です。

接種月

ワクチン種
9月 10月 11月〜

従来株ワクチン

オミクロン株対応ワクチン（BA.1）

オミクロン株対応ワクチン（BA.4/5）

※開始時期は未定

これまでの4回目接種対象者については、既に案内を送付しております。

◦接種券をなくしてしまった。　→　接種券の再発行が必要です（再発行については次ページ）。

◦接種券がまだ来ていない。　 →　接種時期になりましたら発送しますので、もうしばらくお待ちください。

なお、栗東市に転入前に３回目を接種された人は、接種券の発行申請が必要です。

接種時期になった人には、既に接種券を送付しています。

また、別途オミクロン株対応ワクチン接種についての案内を順次発送します（発送スケジュールは次ページ）。

◦接種券をなくしてしまった。　→　接種券の再発行が必要です（再発行については次ページ）。

◦接種券がまだ来ていない。　 →　接種時期になりましたら発送しますので、もうしばらくお待ちください。

なお、栗東市に転入前に２回目を接種された人は、接種券の発行申請が必要です。

接種時期を迎えている人で年齢が高い人から順番に接種券を発送します（発送スケジュールは次ページ）。

なお、栗東市に転入前に３回目を接種された人は、接種券の発行申請が必要です。

●栗東市では国の方針に基づき以下の順番で接種を進めていきます。

接種順 接種対象者 接種券または案内

1 現在4回目接種の対象者であるが、4回目を未接種の人 　　　へ

2

⑴ 3回目接種を完了しているが、現在4回目接種の対象外の人 　　　へ

⑵ 2回目接種を完了しているが、3回目接種がまだの人 　　　へ

⑶
社会機能を維持するために必要な事業の従事者（いわゆるエッセンシャルワー

カー）で3回目接種を完了している人
　　　へ

3 既に4回目まで接種が完了している人 　　　へ

※予約の埋まり具合等により、スケジュールを変更する場合があります。

4-1

4-2

4-3

4-4

4-５

4-2

4-3

2
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★【ご注意ください】3回目接種の前に12歳を迎えた場合

　3回目接種時に12歳になられている場合には、接種するワクチンは、小児用ではなく、12歳以上に使用す

るワクチンになります。ご予約の際には、使用するワクチンを十分ご確認ください。

申請いただいた段階で接種券を発送します。

10月下旬以降に5回目の接種券を発送する予定です。

小児（5〜11歳）の追加接種（3回目接種）について

接種券または案内の発送スケジュール

年齢 発送日

50歳以上 10月3日（月）

40歳〜49歳 10月11日（火）

30歳〜39歳 10月17日（月）

12歳〜29歳 10月24日（月）

接種券の再発行について

◦コールセンターにお電話ください。

①077-554-6159（平日のみ）　

②0570-059-550（土日祝のみ、ナビダイヤル）

受付時間：①②とも9〜17時

◦郵送や窓口での申請も可能です。

詳しくは栗東市ホームページをご確認ください。

【インターネットでのウェブ予約】

栗東市新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト

https：//reserve-vac-c.jp/ritto/user/login

予約方法は、接種券に同封のチラシをご覧ください。

【コールセンターでの電話予約】

①077-554-6159（平日のみ）

②0570-059-550

　（土日祝のみ、ナビダイヤル）

受付時間：①②とも9〜17時

現在国において接種時期等を検討されていますので、もうしばらくお待ちください。

●接種時期・接種券

　2回目接種日より5か月後から接種できます。接種券については、2回目接種日から5か月を経過する人か

ら順次発送しています。

●接種方法

◦集団接種　10月16日（日）、23日（日）にアル・プラザ栗東で実施します。

　予約方法などは、接種券に同封のお知らせチラシをご覧ください。

◦個別接種　１０月１日（土）より接種を開始します。

　実施医療機関に直接ご予約ください。実施医療機関は栗東市ホームページをご確認ください。

予約５

●集団接種　　10月8日（土）よりアル・プラザ栗東において接種を開始します。

接種には予約が必要です。予約時にはIDとパスワードが必要です。接種券をご用意の上ご予約ください。

●個別接種　　10月1日（土）より接種を開始します。

実施医療機関に直接ご予約ください。実施医療機関は栗東市ホームページをご確認ください。

使用するワクチン：小児用ファイザー社ワクチン（従来株）

個別接種

個別接種▶
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　既に接種券をお持ちの人は、お持ちの接種券で接種が可能です。

　特にこれまでの４回目接種の対象外であった人は、　　　に記載のとおり年齢が高い人から順

番に4回目の接種券を発送していきますが、この申請をいただくことで、早期に接種券を取得する

ことが可能です。申請方法等については栗東市ホームページをご確認ください。
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初回接種（1,2回目接種）について

10月以降も引き続き1,2回目の接種をすることができます。

実施医療機関に直接ご予約ください。実施医療機関は栗東市ホームページをご確認ください。

使用するワクチン：12歳以上・・・ファイザー社ワクチン（従来株）

5歳から11歳まで・・・小児用ファイザー社ワクチン（従来株）

個別接種

新型コロナワクチン接種の努力義務について

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時に接種することができます

今回の予防接種は、感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆さまにも接種にご協

力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定

が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務（「〜しなければなら

ない」）とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断い

ただくことになります。

適用の有無 1,2回目 3回目 4回目

60歳以上 〇 〇 〇

12〜59歳 〇 〇 18〜59歳：×

5〜11歳 〇 〇 ―

これまで新型コロナワクチンを接種した場合、その前後2週間は他の予防接種を受けることができませんでし

たが、インフルエンザワクチンに限り、その規定がなくなり、新型コロナワクチンと同時接種をすることが可能

になりました。同時接種を希望される方は、かかりつけ医にご相談ください（アル・プラザ栗東の集団接種会場で

はインフルエンザワクチンの接種はしていません）。

※インフルエンザワクチン以外のワクチンとは、これまで通り前後2週間以上の間隔を空ける必要がありますの

でご注意ください。

栗東市に転入された人へ

接種券の発行申請が必要です

副反応等の医学的知見が必要な相談

滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口

毎日24時間（土日祝含む）

☎077-528-3588　FAX077-528-4867

 corona_vaccination_shiga@medi-staffsup.com

コロナワクチン施策の在り方等に関する問い合わせ

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

毎日９〜２１時（土日祝含む）

☎0120-761-770（フリーダイヤル）

1,2回目 3,4回目

厚生労働省ホームページ▶
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